
さいたま市の
障害者福祉
ガイド

ご利用上の注意

■記載内容は最小限にとどめてありますので、
目安を示すものとしてご利用ください。詳細
については、それぞれの窓口にお問い合わせ
ください。

■今後、制度の内容などが変わる場合があり
ますので、ご確認の上、ご利用ください。

■記載している事業の一部では、マイナンバー
（個人番号）を利用します。マイナンバーを
利用する事業の申請書等の提出の際「本人確
認」として以下①、②のいずれかが必要です。
①マイナンバーカード（個人番号カード）

　②個人番号確認書類（通知カード※ 1、個人番
号が記載された住民票）と身元確認書類※ 2

　申請者以外の方が代理人として窓口へお越
しの場合は、委任状又は申請者の方の健康保
険証など、代理関係がわかるものもお持ちく
ださい。

※ 1　通知カードは、令和 2 年 5 月 25 日以前に交付さ
れていて、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合
又は正しく変更手続がとられている場合に限り、利用
可能。

※ 2　身元確認書類
①官公署が発行した顔写真付の書類（いずれか１つ）

例：運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害
者手帳、精神障害者保健福祉手帳、 療育手帳、
在留カード、特別永住者証明書

②官公庁等公共機関から発行された書類（２つ以上）
例：被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書

マイナンバーを利用する事業の記事
には、左記のマーク（マイナンバー
ロゴマーク「マイナちゃん」）の表
示をしています。

■さいたま市のホームページにおいて、本冊
子の内容や障害福祉・関連施設に関する情報
などを掲載しています。
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